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健康推進課　 （２５）８０７８
（２５）５６７８
kenko@city.takashima.lg.jp

麻しん（はしか）・風しんの
予防接種を受けましょう

　麻しん（はしか）は感染力が強く、空
気感染で広まります。多くの人がかかる
病気で、手洗いやマスクをつけるだけで
は防ぐことができません。また、風しん
は咳などによりウイルスが飛び散り、そ
れを吸い込むことで感染します。
　これらの発症を予防するためには、麻
しん・風しん混合ワクチンを接種するこ
とが一番です。なお、十分な免疫をつけ
るには子どもの時に２回の接種が必要で
すので、対象年齢になりましたら早めに
予防接種を受けてください。

○対象年齢
　１回目：１歳～１歳 11 か月まで
　２回目：小学校就学前の１年間
※対象年齢の間は無料で接種できます。
忘れずに接種を済ませましょう。

高島市
親子でいい歯コンクール

　６月８日（水）、高島保健センターで「高島市親子でい
い歯コンクール」を開催しました。これは、毎年６月に子
どもの歯の健康を通して、親自身の歯の健康意識を高めて
もらうために行っています。
　昨年の３歳６か月児健診を受診された３１４人の中から
７組の親子が選ばれ、コンクールに参加されました。当日
は身体測定、ブラッシング指導、歯の診察を行い、審査の
結果、冨田さん親子が最優秀賞に選ばれました。冨田さん
親子は、７月３日（日）に高島市代表として、県のコンクー
ルに参加され、 見事奨励賞を受賞されました。
　幼少期の歯の健康は、将来の体の健康に繋がります。今
一度、家族みんなで歯の健康を見直してみましょう。
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　過去５年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、
申し込みをすることで、平成 27 年 10 月から平成 30 年
９月までの３年間に限り、国民年金保険料を納めることが
できます。（本来、国民年金保険料は２年を経過すると時
効となり納付することができません）
　後納制度を利用することで、将来の年金額を増やすこと
ができます。
※年金制度が改正され、平成 27年 10月から後納制度を
ご利用できる期間が過去 10年から５年に変わりました。
※過去５年とは、納めようとする月前５年以内の期間です。
（例）平成 23年 12月分の場合
　　　→……平成 28年 12月末まで納付可能となります。
　なお、60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
は申し込みできません。
　後納制度を利用するには申し込みが必要です。詳しくは、
大津年金事務所国民年金課までお問い合わせください。

「後納制度」と「追納制度」
はどう違う？
　後納制度は、過去５年以内の未納期
間について、国民年金保険料を納めて
いただくことができる制度です。

（平成 27 年 10 月から平成 30 年９月まで
の間に限る）
　一方、追納制度は、過去 10 年以内
の免除期間について、国民年金保険料
を納めていただくことができる制度で
す。（学生納付特例、若年者納付猶予を含む）

　いずれの制度も納付の申し込
みが必要で、納付の申し込みを
された年度から起算し、３年度
より前の期間は一定の金額が加
算されます。

保険年金課　 （25）8137

大津年金事務所　 077（521）1789

国民年金保険料の納め忘れがある方へ

　男性介護者の皆さん、日々の介護に悩んだり疲れ
たりしていませんか？　仲間と一緒に学び、情報を
共有しながら日頃の介護に活かすケアメン（男性介
護者）の会にぜひご参加ください。
日　時　８月 29 日（月）11 時～ 14 時
場　所　新旭保健センター
内　容　「ケアメン（男性介護者）の料理教室」
　　　　講師　高島市健康推進課　石本朋子管理栄養士
持ち物　エプロン
申込締切　８月 26 日（金）

　高齢者を介護されている家族の方、過去に介護経
験のある方、介護に関心のある方、皆さんで情報交
換をしたり、介護の知識や技術について学んでみま
せんか。
日　時　８月 22 日（月）11 時～ 15 時
場　所　今津保健センター　ホール
内　容　「介護者自身の介護予防」
　　　　講師　リハビリデイサービスひまわり
　　　　　　　理学療法士　川島　直之氏
申込締切　８月 19 日（金）
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ケアメン（男性介護者）の会 家族介護教室
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